
1

趣 旨

〇 ハローワークへ求人を申込む方法については、ハローワークに出向いて申込む方法と、事前に会社のパソコン等で求人
情報を仮登録してから申込む方法があります。いずれの場合も、事業所の基本的な情報や特長などを登録するス
テップの中で、取得されているロゴマークの中から求人票等に表示したいロゴマークを４つまで選択できるようになっ
ています。スポーツエールカンパニーを取得されている場合は、ぜひ選択していただければと思います。

※ なお、スポーツエールカンパニーの認定期間は、認定日からその年の年末（１２月３１日）までです。
認定を継続されない場合は、スポーツエールカンパニーのロゴの選択を外して、情報を更新してください。

スポーツエールカンパニーロゴマークのハローワーク求人票への表示方法

スポーツエールカンパニーのロゴマークを求人票等に表示する手順

〇 また、ロゴマークの選択に加え、事業所PR情報の「福利厚生の内容」の欄に、次のように記載することで、求職者に
対する訴求効果を高めることも可能です。 記載した内容は、求人票には表示されませんが、ハローワークインターネッ
トサービス等において公開されますので、併せて検討していただければと思います。
【記載例】 当社は、スポーツ庁が実施しているスポーツエールカンパニー（従業員の健康増進のためにスポーツの実施に向けた積極的な

取組を行っている企業）の認定を取得しています。

▲スポーツエールカンパニー
ロゴマーク

◀求人票（見本）

←ロゴマークの表示

（参考：ハローワークインターネットサービスHP）
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/enterprise/

ent_inputmethod.html

このたび、ハローワーク（公共職業安定所）の求人票等（ハローワークインターネットサービス）に表示できるPRロゴマークに「スポーツ
エールカンパニー」が追加されました。 これにより、従業員の健康増進のためにスポーツに関連した取り組みを行っている企業であることを更に
広くPRできるようになりましたので、是非ご活用ください。主な手順は次のとおりです。（2022年6月現在）


	スライド番号 1

